
 

大分市安心おもてなしステップアップ事業補助金交付要領を次のように定める。 

  令和４年４月１日 

大分市長 佐 藤 樹一郎    

 

大分市安心おもてなしステップアップ事業補助金交付要領 

 

第１ 趣旨 

大分市安心おもてなしステップアップ事業（以下「事業」という。）の実施に関

する取扱いについては、大分市安心おもてなしステップアップ事業補助金交付要綱

（令和４年４月１日施行）（以下「要綱」という。）に定めるもののほか、この要領

に定めることによる。 

 

第２ 補助対象経費について 

  要綱第５条第 1項に規定する補助対象軽費の詳細については、別表１に定めると

おりとする。ただし、同条に掲げる経費であっても、下記に該当する経費は対象と

しない。 

（１）補助事業の目的に合致しないもの 

（２）補助対象事業の実施を確認するために必要な経理書類を用意できないもの 

（３）交付決定前に発注、購入、契約等を実施したことにより生じたもの 

（４）自社内部の取引および代表者の親族（３親等以内）、代表者の親族（３親等

以内）が経営する会社、同一人物を代表者とする企業（個人事業主を含む）

との取引により生じたもの 

（５）明らかに耐用年数が短いもの 

（６）汎用性が高いもの 

（７）家電リサイクル料 

（８）機器の撤去に係る費用 

（９）ＥＣサイトの構築や、自社ＨＰへのＥＣ機能の付加に関する費用 

（10）ＥＣショッピングモールへの出店又は出品に係る費用 

（11）ソフトウエアの月額利用料、年間利用料  

（12）備品、機械装置等のレンタル料        

（13）オークション品の購入に係る経費（インターネットオークションを含む。） 



（14）テイクアウトの取組に係る経費 

（15）新築と同時に行う取組に係る経費 

（16）金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用

料、インターネットショッピング決済手数料等 

（17）各種保証・保険料 

（18）商品券・金券の購入 

（19）商品券・金券・仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、相殺による決済 

費用 

（20）各種キャンセルに係る取引手数料等 

（21）補助金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用 

（22）自宅兼事務所で、専ら居住空間として使用される場所においてなされる取組 

に係る経費 

（23）上記のほか公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

第３ 申請に係る提出書類  

 要綱第７条に掲げる書類については、別表２のとおりとする。なお、別表２以外に

必要な書類がある場合は、適宜提出を求めることがある。 

 

第４ 実績報告に係る提出書類について 

  要綱第１１条に掲げる書類については、別表３のとおりとする。 

 

第５ その他 

  この事業と大分市小規模事業者競争力強化支援事業の両方において補助対象事

業となる場合は、この事業の申請を優先とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（大分市小規模事業者競争力強化支援事業との重複補助対象） 

 

 

 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

（別表１） 

 

 



（別表２） 

 

号 提出書類 備考 

(１) 

法人：発行後３か月以内の登記簿謄本（登記事項証明書）の写し等

（該当事務所の所在地の記載がない場合はチラシや名刺も必要） 

 

個人：「いずれか一つ」を提出 

①個人事業の開業・廃業等届出書の写し、 

②直近の「青色申告決算書」の写し（該当事務所の所在地の記載が

ない場合はチラシや名刺も必要） 

事業所住所のわかるもの 

③公的機関が発行する住所の記載がある営業許可証等 

‐ 

(２) 添付書類１ ‐ 

(３) 

市税完納証明書等 

ただし、以下の場合はそれぞれの書類に変えることができる 

【法人設立後１年未満の場合】 

税の納期未到来の証明書、代表者の完納証明書 

【個人事業主であって、市税が発生していない場合】 

課税証明書 

完納証明書の場

合は直近のもの

に限る 

 

(４) 
有効期限内のものであり、原則として数量や単価等がわかるものと

する 

大分市内の事業

者による見積書

の徴取に努める

こと 

（５） 添付書類２  

（６） 
事務所の位置がわかる地図、事務所平面図に設置（工事）場所を示

したもの、設置前の写真、その他別表１で定める書類 

 

 



（別表３） 

 

号 提出書類 備考 

(１) 

補助事業者宛の請求書 

 

領収書（補助事業者宛の領収書、銀行振

込受領書、インターネットバンキングの

画面のプリントアウト、通帳（表紙、該

当部分）のコピー等） 

インターネット購入の場合、受注確認

メールや注文履歴のプリントアウトし

たもので代用可能 

ただし、補助事業者宛になっており、

発注した物の品名、数量、金額が記載

されていることが必要 

（２） 添付資料３  

（３） 

設置（工事）後の写真、その他別表１で

定める書類 

・機器の導入については、「大分市安心

おもてなしステップアップ支援事業補

助金」という表示により他の機械装置

と区別すること 

 

 



（添付書類１） 

事業予算書 

         

                           （単位：円、消費税込）                                                           

補助対象経費の内訳 

 項  目 内   容 金  額 （円） 

収 
 

入 

大分市補助金 

自己資金 

     

    

合    計 円    

支 
 
 

出 

      

 

 

 

    

    

    

    

    

    

合    計  円    

 

○補助金交付申請額の計算（１円未満切捨て）  

補助対象経費      × 補助率 ＝ 

円  × ２／３ ＝         円 

補助金交付申請額（１，０００円未満切捨て、上限３００，０００円） 

＝＝⇒           円 



（添付書類２）         誓約書 

私は、下記の事項について誓約します。               令和  年  月  日 

（以下の事項に誓約する場合は、□欄に必ずㇾ印をしてください。 

大分市長             殿  

 住   所（法人にあっては事務所所在地）                                

 氏   名（法人にあっては法人名及び代表者名）                              

 生年月日（法人にあっては代表者）              年    月    日  （男・女）   

電話番号                                      

１．暴力団等の排除に関する誓約事項、同意事項 

 

 

 

 

 

□ 

自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。) 

⑵ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員が役員となっている事業者 

⑷ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

⑸ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結してい

る者 

⑹ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

⑺ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有

している者 

⑻ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

□ 上記⑴∼⑻までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。 

□ 市が必要な場合には、下記に関する事項について、警察に照会することについて承諾します 

 □ 国、県、その他の地方公共団体等の制度による同一目的の支援と本事業の併用は行いません。 

２．補助金申請に係る確認事項 

□ 提出する申請書、添付書類の内容と現在の状況に相違はありません。 

□ 代表者の親族（３親等以内）、代表者の親族（３親等以内）が経営する企業、同一人物を代表者とする企業

（個人事業主を含む）との取引ではありません。 

□ 交付決定を受けた後に事業に取り組み、３月末日までに実績報告書を提出します。 

□ 店舗物件が賃貸物件であり、改装工事を実施する場合 

店舗物件の所有者から改装工事について、承諾を受けています。 

□ 補助金で改装した物件や購入した備品は、市長の承認を受けることなく、交付の目的以外使用、譲渡、処分

をしません。 

□ 建築基準法その他の法令に違反する事業ではありません。 

□ （自宅兼事務所の場合）事業を実施する場所は、事業の用に供する場所で間違いありません。 

□ 補助金交付後も本事業に係る報告、資料の提出、現地調査等に協力します。 

□ 風俗営業法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、または同条第１３項に規定する性風俗関連特殊営

業に関する接客業務受託営業に係る事業を営んでいません。 

□ 「みなし大企業」に該当しません。   ※法人のみ【必須回答】 



（添付書類３） 

 

事業決算書 

                                         （単位：円、消費税込） 

補助対象経費の内訳 

 項  目 内   容 予算額 決算額 

収 
 

入 

大分市補助金 

自己資金 

 

   

合    計 円 円  

支 
  

出 

    

合    計 円 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


